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申合せ３－（乙）の学位申請の資格審査に関する申合せ

(平成 25年 10月 16日制定申合せ第３号)

この申合せは，弘前大学学位規則医学研究科細則（平成 16 年４月１日制定）第２条第２項に規定す
る，本学大学院医学研究科（博士課程）を経ない者（いわゆる学位申請（乙））についての資格審査に

関し必要な事項を定める。

（申請条件）

１条 学位申請（乙）の資格申請をすることができる者は，次の各号に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 所定の外国語試験（乙）に合格した者で合格通知の年月から満５年以内（満５年となる当該年

月の末日まで）の者。

(2) 別に定める研究歴を充たし，認められる研究業績があること。別に定める研究歴等の詳細は【研

究歴に関する申合せ】による。

(3) 資格申請の時点で，本医学研究科の以下に示す研究生に在籍していること（ただし，医学部研究

生においては，医学研究科研究生と同等以上であると学事委員会が認めた者に限る），又は本医学

研究科及び医学部附属病院に所属し専任教員等に従事していること。

①医学研究科研究生：

医学，歯学，獣医学・薬学（６年制）の大学を卒業した者（又は卒業見込みの者），及び大

学院（修士課程）を修了した者（又は修了見込みの者），又はこれと同等以上の学力があると

本研究科において認めた者

②医学部研究生：

大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると本医学研究科において認めた者

（資格審査申請書類等の提出）

２条 資格審査を希望する者は，３月授与の場合にあっては，当該年度の指定された期日までに，９月

授与の場合 にあっては，当該年度の５月末日までに以下の書類を医学研究科長へ提出するものとす

る。

【所定様式は，別に示す［医学研究科学位申請関係様式一覧]による】

①学位申請資格審査願－（所定様式）

②履歴書－（所定様式）

③外国語試験合格通知書

④受理証明書と投稿論文(写)又は受理証明書と別刷
⑤研究業績表（学会発表，学術誌への掲載実績を記述）－（所定様式）

⑥研究倫理教育の受講を証明する書類

（外国語試験）

３条 外国語試験は次のとおり実施する。

(1) 試験科目は，英語Ⅰ，英語Ⅱとする。

(2) 試験日は，医学研究科入学試験と同じ日とする。

（その他）

４条 学位・人事等研究科教授会は，２条の提出があった場合，当該学位申請に関する資格審査の審議

を行うもの とする。

附 記

この申合せは，平成 25年 10月 16日から実施する。
附 記

この申合せは，平成 30年４月１日から実施する。


